
 

 

2025年12月 10日 

各  位 

 

 

第三者割当による第15回新株予約権（行使価額修正選択権付）、第16回新株予約権（行使価額修正選

択権付）及び第17回新株予約権（行使価額修正選択権付）の 

発行条件等の決定に関するお知らせ 

 

 

当社は、2025年 12月４日付の取締役会決議に基づく第三者割当による第 15回新株予約権（行使価額修正選

択権付）、第 16回新株予約権（行使価額修正選択権付）及び第 17回新株予約権（行使価額修正選択権付）（以

下それぞれを「第 15回新株予約権」、「第 16回新株予約権」及び「第 17回新株予約権」といい、第 15回新株

予約権、第16回新株予約権及び第17回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、

2025 年 12 月 10 日（以下、「条件決定日」といいます。）付の取締役会において発行条件等を決議しましたの

で、2025 年 12 月４日に公表した本新株予約権の発行に関し、未確定だった情報につき、お知らせいたします。

なお、本新株予約権の発行に関する詳細は、2025年 12月４日付当社プレスリリース「第三者割当による第 15

回新株予約権（行使価額修正選択権付）、第 16 回新株予約権（行使価額修正選択権付）及び第 17 回新株予約

権（行使価額修正選択権付）の発行に関するお知らせ」（以下、「発行決議時プレスリリース」といいます。）

をご参照下さい。 

 

１．決定された発行条件の概要 

当社は、本日、下記の表に記載の各条件につき決議するとともに、これらの条件を含め、別紙として添付

されている本新株予約権の発行要項記載の内容で本新株予約権を発行することを決議しております。 

（１） 割当日 2025年12月 26日 

（２） 払込期日 2025年12月 26日 

（３） 申込期間 2025年12月 26日 

（４） 発行価額 第 15 回新株予約権１個につき 290 円、第 16 回新株予約権１個につき

283円、第17回新株予約権１個につき256円（総額4,617,153円） 

（５） 調達資金の額 1,277,899,553円（差引手取金概算額：1,265,339,553円） 

（内訳） 

第15回新株予約権 

 新株予約権発行による調達額：  2,361,760円 

 新株予約権行使による調達額： 603,470,400円 

第16回新株予約権 

 新株予約権発行による調達額：  1,843,745円 

 新株予約権行使による調達額： 497,746,000円 

第17回新株予約権 

 新株予約権発行による調達額：   411,648円 

 新株予約権行使による調達額： 172,056,000円 

（注） 

会 社 名  株式会社多摩川ホールディングス 

代 表 者 名  代表取締役社長  桝沢 徹 

  (スタンダード市場・コード６８３８) 

問 合 せ 先  経営企画部    松宮 弘幸 

電 話 番 号 ０ ３ － ６ ４ ３ ５ － ６ ９ ３ ３ 



 

（６） 行使価額及び 

行使価額の修正条件 

当初行使価額は、第 15回新株予約権につき 741円（条件決定日に先立つ

１か月間における各取引日（株式会社東京証券取引所（以下、「東証」

という。）において売買立会が行われる日をいいます。以下同じ。）の東

証における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格（円位未満小

数第３位まで算出し、小数第３位四捨五入。）（以下、「条件決定日参照

値」といいます。）の 97％（円未満切上げ。）に相当する金額）、第 16回

新株予約権につき764円（条件決定日参照値（円未満切上げ。）に相当す

る金額）、第17回新株予約権につき1,070円（条件決定日参照値の140％

（円未満切上げ。）に相当する金額）とします。 

本新株予約権の行使価額は当初固定ですが、当社は、資金調達のため必

要があると判断した場合には、当社の株価動向及び市場環境を踏まえた

本新株予約権の行使の蓋然性を慎重に判断した上で、当社取締役会の決

議により、本新株予約権の各回号について個別に、修正日において行使

価額の修正が生じることとすることができます（以下、かかる決議を

「行使価額修正選択決議」といいます。）。かかる決議がなされた場合、

当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が

行われた日（同日を含む。）の 10 取引日目以降、本新株予約権に係る行

使期間の満了日までの間に行われる本新株予約権の行使請求について

は、行使価額は、修正日に、修正日の属する週の前週の最終取引日（以

下、「修正基準日」といいます。）の東証における当社普通株式の普通取

引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の取引日の終値）（以

下、「東証終値」といいます。）の 90％に相当する金額（円位未満小数第

２位まで算出し、小数第２位の端数を切り上げた金額）（以下、「修正後

行使価額」といいます。）に修正されます。但し、修正後行使価額が下

限行使価額である 405.5 円を下回ることとなる場合には、修正後行使価

額は下限行使価額とします。 

「修正日」とは、本新株予約権の発行要項第11項に定める本新株予約権

の各行使請求の効力発生日をいいます。 

割当予定先は、株券の貸借を用いて行使当日までにつなぎ売りをした上

で行使請求を行う前提等はないため、行使判断から数えると４営業日間

の価格変動リスク（受渡日において市場価格が行使価額を下回っている

リスク）を負った上で行使を行うこととなります。したがって、日次で

行使価額が修正される場合は、短期のボラティリティに行使判断が大き

く左右され、結果的に行使の蓋然性が限定されることとなります。一方

で、行使価額が一定期間固定される場合には、株価が上方に乖離した際

に積極的な行使が可能となり、行使の蓋然性を一定以上確保することが

可能となります。当社の株価が上昇した場合により高い行使価額で調達

可能となる行使価額修正型におけるメリットを過度に毀損しない適切な

水準として週次での修正としております。 

（注）  資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額

であります。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初の行使

価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額でありますが、実際の資金調達の

額は行使価額の水準により増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一

部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には資金調達の額は

減少します。 

 



 

２．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円） 

1,277,889,553 12,550,000 1,265,339,553 

（注）１．払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して払い込むべ

き金額を合算した金額であります。 

２．払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金

額です。行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

の合計額は増加又は減少します。また、新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われ

ない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。 

３．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

４．発行諸費用の概算額は、弁護士報酬費用、本新株予約権の公正価値算定評価報酬費用、登録免許

税、有価証券届出書作成費用等の合計額であります。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

上記差引手取概算額 1,265,339,553 円につきましては、発行決議時プレスリリースに記載しております

とおり、下記のとおり充当する予定であります。 

具体的な使途 
金額 

（百万円） 
支出予定時期 

① 電子・通信用機器事業における工場増設資金 320 2025年12月～2029年１月 

② 国内再生可能エネルギー開発（系統用蓄電

所・風力発電所・太陽光発電所）に関するプ

ロジェクトへの投資 

700 2025年12月～2029年１月 

③ 当社における投資資金 145 2025年12月～2029年１月 

④ 当社における運転資金 100 2025年12月～2029年１月 

合計 1,265  

（注）１．行使価額が修正又は調整された場合には、増加又は減少する可能性があります。また、本新株予

約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合に

は、減少する可能性があります。 

２．当社は本新株予約権の払込みにより調達した資金を上記の資金使途に充当するまでの間、当該資

金は現行預金等にて安定的な資金管理を図る予定であります。 

 

３．払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

当社は、2025 年 12 月４日付プレスリリース「中期経営計画の策定に関するお知らせ」において 2030 年 10

月期までを実行期間とする中期経営計画（以下、「本中期経営計画」といいます。）を公表するとともに、同

「2025 年 10 月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」において 2025 年 10 月期の通期業績予想の上方

修正（以下、「本業績予想修正」といいます。）を公表しております。当社は、本中期経営計画及び本業績予想

修正の公表に伴う株価への影響の織り込みのため、条件決定日である本日時点における本新株予約権の価値を

算定し、本新株予約権の払込金額を決定しました。 

上記に従って、当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権買

取契約に定められる諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である東京フィナンシャル・

アドバイザーズ株式会社（以下、「東京フィナンシャル・アドバイザーズ」といいます。）に依頼しました。な

お、東京フィナンシャル・アドバイザーズは、同種案件の実績に鑑み選定致しました。東京フィナンシャル・

アドバイザーズは、本新株予約権の発行要項及び本新株予約権買取契約に定められる諸条件を考慮し、一般的

な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日（2025 年 12 月９日）の



 

市場環境を考慮し、当社の株価（条件決定日前取引日の終値）、権利行使価格（第 15回新株予約権741円、第

16回新株予約権764円、第17回新株予約権1,070円）、ボラティリティ（32.67％）、権利行使期間（３年間）、

リスクフリーレート（1.118％）、配当率（０％）、市場リスクプレミアム（9.2％）、対指数β（0.626）及びク

レジット・コスト（21.83％、想定格付け：CCC、1 年目のデフォルト確率：17.92％）について一定の前提を置

き、かつ、割当予定先の権利行使行動について一定の前提を仮定した上で、株式市場での売買出来高（流動性）

を反映して、本新株予約権の評価を実施しました。当社は、当該算定機関が上記前提条件をもとに算定した評

価額を参考に、割当予定先との間での協議を経て、本新株予約権１個当たりの払込金額を第 15 回新株予約権

１個につき 290 円、第 16回新株予約権１個につき 283円、第 17回新株予約権１個につき 256 円と決定しまし

た。 

また、本新株予約権の行使価額は、今後の当社の株価動向に基づき段階的に行使がなされることを目的と

して、割当予定先との協議により、当初、第 15 回新株予約権につき 741 円（条件決定日参照値の 97％（円未

満切上げ。）に相当する金額）、第16回新株予約権につき764円（条件決定日参照値（円未満切上げ。）に相当

する金額）、第 17 回新株予約権につき 1,070 円（条件決定日参照値の 140％（円未満切上げ。）に相当する金

額）としています。本新株予約権の当初行使価額の算定方法について、条件決定日に先立つ１か月間における

各取引日の東証における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の平均値を参考値として採用したのは、

本新株予約権がすべて行使されたとすると一定程度の希薄化が生じる一方で、当社は、2025 年 12 月４日付で

本中期経営計画及び本業績予想修正を公表したことを踏まえると、これらの影響を株価に織り込ませることが

当社の企業価値を適切に反映した株価を基準とするとの観点から相当であると考えられるところ、特定の一時

点を基準とするのではなく直近の一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、本資金調達、本

中期経営計画公表及び本業績予想修整後の株価は短期的に不安定となる可能性も鑑みて一時的な株価変動など

の特殊要因の排除が可能であると判断したためです。当社取締役会決議により行使価額修正選択権が行使され

た場合の下限行使価額については、資金調達の蓋然性を高め、緊急又は機動的な資金需要に対応可能となるよ

う、最近の他社のディスカウント率や、当社普通株式の株価動向等を勘案した上で、割当予定先との協議を踏

まえ設定しました。 

また、行使価額修正選択権が行使された場合には、本新株予約権の行使価額は、修正日の属する週の前週

の最終取引日の終値の 90％に修正されることから、当該前週の最終取引日から行使日までの間に株価が上昇

した場合には、行使価額が行使日前日終値の 90％を下回る状況となる可能性も考えられます。他方で、当該

前週の最終取引日から行使日までの間に株価が一旦下落した後行使日に上昇したような場合には、行使価額が

行使日前日終値の 90％を上回る状況となる可能性も考えられます。このように、株価の変動は予測困難であ

り、修正基準日を行使日の前週最終取引日とするか前取引日とするかによって当社にとって有利な条件である

か否かが決定されるものではないこと、本新株予約権と同一の修正条件に基づく他の複数の案件における行使

状況・行使実績等に何ら問題がないこと等に鑑みても、本新株予約権の修正条件は合理性があると判断いたし

ました。本新株予約権の発行価額の決定にあたっては、東京フィナンシャル・アドバイザーズが、公正な評価

額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用い

られているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定

結果は合理的な公正価格であると考えられ、当該評価額と同額で決定されている本新株予約権の払込価額は、

有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 

なお、当社監査役４名全員（うち２名が社外監査役）から、監査役全員一致の意見として、上記算定根拠

に照らした結果、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反す

る重大な事実は認められず、適法である旨の見解を得ております。  



 

（別紙） 

 

株式会社多摩川ホールディングス 

第15回新株予約権（行使価額修正選択権付） 

発行要項 

 

本発行要項は、株式会社多摩川ホールディングス（以下「当社」という。）が2025年12月4日付の取締役

会の決議に基づいて2025年12月26日に発行する株式会社多摩川ホールディングス第15回新株予約権（行

使価額修正選択権付）（以下「本新株予約権」という。）にこれを適用する。 

 

１. 本新株予約権の総数 

8,144個 

２. 本新株予約権の払込金額の総額 

本新株予約権に係る最終的な条件を決定する日として当社取締役会が定める2025年12月10日

又は2025年12月11日のいずれかの日（以下「条件決定日」という。）において、第21項に定め

る方法で算定された結果に基づき決定された金額に8,144を乗じた金額とする。 

３. 本新株予約権の申込期日 

2025年12月26日 

４. 本新株予約権の割当日及び払込期日 

2025年12月26日 

５. 募集の方法 

第三者割当の方法により、すべての本新株予約権をCantor Fitzgerald Europeに割り当てる。 

６. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式（以下、「本株式」という。）とし、

その総数は814,400株とする。（本新株予約権１個の行使により当社が当社普通株式を新たに発

行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を

「交付」という。）する数（以下「交付株式数」という。）は100株とする。） 

但し、第７項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数

は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。 

７. 本新株予約権の目的である株式の数の調整 

(1) 当社が第12項の規定に従って行使価額（第10項第(２)号に定義する。）の調整を行う場合には、

交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨

てるものとする。 

 

 

調整後交付株式数 

 

= 

調整前交付株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 12 項に定める調整前行使価額及

び調整後行使価額とする。 

(2) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第12項第(２)号及び第(４)号による行使価

額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(3) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、その旨及びその事由、調整前交付株式数、調整後



 

交付株式数及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権の保有

者（以下「本新株予約権者」という。）に書面により通知する。但し、第12項第(２)号⑥に定

める場合、その他適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降

速やかにこれを行う。 

８. 各本新株予約権の払込金額 

本新株予約権１個あたり290円 

９. 新株予約権証券の不発行 

本新株予約権については、新株予約権証券を発行しないものとする。 

10. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権１個

につき、行使価額（第(２)号に定義する。但し、第11項により修正された場合又は第12項によ

って調整された場合は、修正後又は調整後の行使価額とする。）に交付株式数を乗じた額とす

る。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」

という。）は、当初、741円とする。 

11. 行使価額の修正 

当社は、資金調達のため必要があると判断した場合には、当社取締役会の決議により、第17

項第(３)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）にお

いて行使価額の修正が生じることとすることができる（以下、かかる決議を「行使価額修正選

択決議」という。）。当社は、行使価額修正選択決議により行使価額の修正を決定した場合は、

その旨を直ちに本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日（同日を含む。）

の10取引日目以降、第13項に定める行使期間の満了日までの間に行われる本新株予約権の行使

請求については、行使価額は、修正日に、修正日の属する週の前週の最終取引日（以下「修正

基準日」という。）の東証における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合に

は、その直前の終値）の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位の

端数を切り上げた金額）（以下「修正後行使価額」という。）に修正される。但し、かかる算

出の結果、修正後の行使価額が405.5円（以下「下限行使価額」という。）を下回る場合には、

修正後行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、第12項の規定を準用して調整される。

なお、「取引日」とは、東証において売買立会が行われる日をいう。但し、東証において当社

普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限も含む。）が

あった場合には、当該日は本項の適用との関係においては「取引日」にあたらないものとする。 

12. 行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(２)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式

数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使

価額調整式」という。）により行使価額を調整する。 

 

      新発行・ 
× 

1株当たりの 

    既発行 
＋ 

処分株式数 払込金額 

調整後 = 

 

調整前 × 

 

株式数 時   価 

行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期につい

ては、次に定めるところによる。但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は



 

使用人に、インセンティブとして、新株予約権、株式又はその他の証券若しくは権利を割り

当てる場合を除く。 

①  本項第(３)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合

（但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社及び当社の関係会社の取締役及び従業

員に対し当社普通株式を新たに発行し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分

する場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場

合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使により交付する場合又は会

社分割、株式交換、株式交付若しくは合併により交付する場合を除く。） 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払

込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利

を与えるための基準日若しくは株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これ

を適用する。 

②  当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て（以下「株式分割等」という。）を

行う場合 

調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基

準日又は株主確定日（基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日）の翌

日以降これを適用する。 

③  取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(３)号②に定める時価を下回

る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当て

の場合を含む。）、又は本項第(３)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通

株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）そ

の他の証券若しくは権利（但し、当社取締役会の決議に基づく当社若しくはその関係

会社の取締役若しくは従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行

する場合又はCantor Fitzgerald Europeに対して第三者割当の方法により新株予約権を

発行する場合を除く。）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」

という。）の全てが当初の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたもの

とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権及

び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、こ

れを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確

定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請

求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当

該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時

点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調

整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用

する。 

但し、本③に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とす

る発行である旨を、当社が公表のうえ本新株予約権者に通知したときは、調整後の

行使価額は、当該取得請求権付株式等について、当該取得請求権付株式等の要項上、

当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若し

くは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日（以下「転換・行使開始日」

という。）の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取



 

得又は当該取得請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみな

して行使価額調整式を準用して算出してこれを適用する。 

④  取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに本項第(３)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通

株式を交付する場合 

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）（以下「取得条項付株式等」という。）に関して当

該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付

が行われた後の本項第(３)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、(i)上記交付の

直前の本項第(３)号③に定める既発行株式数を超えるときに限り、調整後の行使価

額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、

行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ii)上記交付の直前の本項第(３)号

③に定める既発行株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。 

⑤  取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株当たりの対価（以下、本⑤

において「取得価額等」という。）の下方修正等が行われ（本項と類似の希薄化防止

条項に基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等

が当該修正が行われる日（以下「取得価額等修正日」という。）における本項第(３)

号②に定める時価を下回る価額になる場合 

(i)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正

日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取

得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され

た場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「新発

行・処分株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額

等修正日の翌日以降これを適用する。 

(ii)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(i)による行使価額の調整が取

得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権

付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通

株式が交付されたものとみなしたときの本項第(３)号⑥に定める完全希薄化後普通

株式数が、当該修正が行われなかった場合の本項第(３)号③に定める既発行株式数

を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する普通株式数を行使価額調整

式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するもの

とし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、１ヶ月間に複数回の取

得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価

額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、

当該月の末日の翌日以降これを適用する。 

⑥  本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又

は株主確定日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日又は株主確定日以

降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号

①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これ

を適用するものとする。 

この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該取引の承認があった日

までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当

社普通株式を交付するものとする。 

 



 

    

× 

調整前行使価額により 

株式数 

 

= 

 

（調整前行使価額－調整後行使価額） 当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わ

ない。 

⑦  本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合におけ

る調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証

券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。 

(3) ①  行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切

り捨てる。 

②  行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、本項第

(２)号⑥の場合は基準日又は株主確定日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当

社普通株式の毎日の終値の平均値（当該30取引日のうち終値のない日数を除く｡）と

する。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

③  行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを

受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が定められている場合にはその日、

また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当

社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した

数とし、当該行使価額の調整前に、本項第(２)号又は第(４)号に基づき「新発行・処

分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株

式数を加えるものとする。 

④  当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「新発行・処分

株式数」は、基準日又は株主確定日における当社の有する当社普通株式に割り当てら

れる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

⑤  本項第(２)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本項第(２)号③におけ

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、その行使に

際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得又は行使に際して

当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産（当社普通株式を除

く。）の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式

の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整

式における１株当たりの払込金額とする。 

⑥  本項第(２)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する

日の１ヶ月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有

する当社普通株式数を控除した数とし、(i)（本項第(２)号④においては）当該行使価

額の調整前に、本項第(２)号又は第(４)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなさ

れた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（但し、当該行

使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなさ

れた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び

当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数

を加え、また(ii)（本項第(２)号⑤においては）当該行使価額の調整前に、本項第

(２)号又は第(４)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のう

ち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（但し、当該行使価額の調整前に、当



 

該取得請求権付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式の

うち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び取得価額等修正日に

残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換

又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとす

る。 

⑦  行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未

満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必

要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行

使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(4) 本項第(２)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整

を行う。 

①  株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を

完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。 

②  当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とす

る場合。 

③  その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行

使価額の調整を必要とする場合。 

④  行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の

行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必

要がある場合。 

(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第11項

に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、本項に基づく行使価額の調整は行わないものと

する。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。 

(6) 本項の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前の行

使価額、調整後の行使価額及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新

株予約権者に書面により通知する。但し、適用日の前日までに前記の通知を行うことができ

ないときは、適用日以降速やかにこれを行う。 

13. 本新株予約権を行使することができる期間 

2025年12月29日から2028年12月28日までの期間（以下「行使期間」という。）とする。但し、

当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び株式会社証券保管振替機構が必要であると

認めた日については、本新株予約権を行使することができない。「営業日」とは、東京におけ

る銀行の営業日（土曜日、日曜日、東京における法定の休日又は東京の銀行が法令又は行政規

則により休業することが義務づけられ、若しくは許可されている日を除く。以下同じ。）をい

う。 

14. 本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

15. 本新株予約権の取得の事由及び取得の条件 

(1) 当社は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法（平成17年法律第86号、以下「会社法」

という。）第273条及び第274条の規定に従って、当社代表取締役が定める取得日の１ヶ月以上

前までに書面による通知を行った上で、当該取得日に、本新株予約権１個当たりその払込金

額と同額で、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をす

る場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。なお、当社は、取得した本

新株予約権を消却するものとする。 

(2) 当社は、組織再編行為（以下に定義する。）が当社の株主総会で承認された場合、又は株主総



 

会の承認が不要な場合で当社の取締役会で決議された場合は、当該組織再編行為の効力発生

日以前に、会社法第273条の規定に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日

に、本新株予約権１個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得す

る。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとする。 

「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収

分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の子会社となる株式交換契

約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の株式の全部を取得すること

を内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続

により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。 

「子会社｣とは、当該時点において、ある会社の議決権（疑義を避けるため、無限責任組合員

の持分を含む。）の 50％以上、又は、発行済の持分の 50％以上が直接又は間接的に保有する他

の個人、パートナーシップ、法人、有限責任会社、団体、信託、非法人組織、事業体により

保有されている場合における、当該会社をいう。 

(3) 当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに

賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が東京証券取引所においてそ

の上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し（但し、当社

又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公

表した場合を除く。）、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合

は、当社は、実務上可能な限り速やかに会社法第273条の規定に従って通知を行った上で、当

社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権１個当たりその払込金額と同額で、残存する

本新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとする。 

(4) 当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価を

もって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主（会社法第

179条第１項に定義される。）による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当

社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の

当社の株主総会の決議がなされた場合は、当社は、実務上可能な限り速やかに会社法第273条

の規定に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権１個当

たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得

した新株予約権を消却するものとする。 

(5) 当社は、当社普通株式について、上場廃止事由等（以下に定義する。）が生じた場合、又は東

京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた場合は、上場廃止事由等が生じた日又は当

該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定された日から２週間後の日（休業日である場合に

は、その翌営業日とする。）に、本新株予約権１個当たりその払込金額と同額で、残存する本

新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 

「上場廃止事由等」とは以下の事由をいう。 

当社又はその関連会社又は子会社に、東京証券取引所有価証券上場規程第 601条第１項各号に

定める事由が発生した場合、又は、当社がその事業年度の末日現在における財務諸表又は連

結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して

６ヶ月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合 

16. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項 

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端

数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載



 

の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

17. 本新株予約権の行使の方法 

(1) 本新株予約権を行使しようとする場合、第13項に定める行使期間中に第18項に定める行使請求

受付場所に対して行使請求に必要な事項を通知するものとする。 

(2) 本新株予約権を行使しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額の全額を現金にて第19項に定める払込取扱場所の当社が指定す

る口座に振り込むものとする。 

(3) 本新株予約権の行使の効力は、第18項に定める行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全

部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全

額が前号に定める口座に入金された日に発生するものとする。 

18. 行使請求受付場所 

株式会社多摩川ホールディングス 経営企画部 

19. 本新株予約権の払込金額の払込み及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所 

株式会社りそな銀行 新都心営業部 

20. 会社法その他の法律の改正に伴う取扱い 

当社は、払込期日後、会社法の改正に従い、本新株予約権に関する全ての規定を会社法に整合させ

るために必要かつ不可欠な場合に限り、本要項の修正をすることができる。 

21. 新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本新株予約権の払込金額は、条件決定日において、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・

シミュレーションを基礎として、評価基準日（条件決定日の直前取引日）の市場環境を考慮し、当

社の株価（条件決定日前取引日の終値）、権利行使価格、ボラティリティ、権利行使期間（３年間）、

リスクフリーレート、配当率、市場リスクプレミアム、対指数β及びクレジット・コストについて

一定の前提を置き、かつ、割当予定先の権利行使行動について一定の前提を仮定した上で、株式市

場での売買出来高（流動性）を反映して、評価した結果を参考に、本新株予約権の払込金額の総額

を第２項記載のとおりとする。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第 10

項記載のとおりとし、行使価額は当初、741円とした。 

以 上 

  



 

 

株式会社多摩川ホールディングス 

第16回新株予約権（行使価額修正選択権付） 

発行要項 

 

本発行要項は、株式会社多摩川ホールディングス（以下「当社」という。）が2025年12月4日付の取締役

会の決議に基づいて2025年12月26日に発行する株式会社多摩川ホールディングス第16回新株予約権（行

使価額修正選択権付）（以下「本新株予約権」という。）にこれを適用する。 

 

１. 本新株予約権の総数 

6,515個 

２. 本新株予約権の払込金額の総額 

本新株予約権に係る最終的な条件を決定する日として当社取締役会が定める2025年12月10日

又は2025年12月11日のいずれかの日（以下「条件決定日」という。）において、第21項に定め

る方法で算定された結果に基づき決定された金額に6,515を乗じた金額とする。 

３. 本新株予約権の申込期日 

2025年12月26日 

４. 本新株予約権の割当日及び払込期日 

2025年12月26日 

５. 募集の方法 

第三者割当の方法により、すべての本新株予約権をCantor Fitzgerald Europeに割り当てる。 

６. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式（以下、「本株式」という。）とし、

その総数は651,500株とする。（本新株予約権１個の行使により当社が当社普通株式を新たに発

行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を

「交付」という。）する数（以下「交付株式数」という。）は100株とする。） 

但し、第７項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数

は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。 

７. 本新株予約権の目的である株式の数の調整 

(1) 当社が第12項の規定に従って行使価額（第10項第(２)号に定義する。）の調整を行う場合には、

交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨

てるものとする。 

 

 

調整後交付株式数 

 

= 

調整前交付株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 12 項に定める調整前行使価額及

び調整後行使価額とする。 

(2) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第12項第(２)号及び第(４)号による行使価

額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(3) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、その旨及びその事由、調整前交付株式数、調整後

交付株式数及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権の保有



 

者（以下「本新株予約権者」という。）に書面により通知する。但し、第12項第(２)号⑥に定

める場合、その他適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降

速やかにこれを行う。 

８. 各本新株予約権の払込金額 

本新株予約権１個あたり283円 

９. 新株予約権証券の不発行 

本新株予約権については、新株予約権証券を発行しないものとする。 

10. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権１個

につき、行使価額（第(２)号に定義する。但し、第11項により修正された場合又は第12項によ

って調整された場合は、修正後又は調整後の行使価額とする。）に交付株式数を乗じた額とす

る。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」

という。）は、当初、764円とする。 

11. 行使価額の修正 

当社は、資金調達のため必要があると判断した場合には、当社取締役会の決議により、第17

項第(３)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）にお

いて行使価額の修正が生じることとすることができる（以下、かかる決議を「行使価額修正選

択決議」という。）。当社は、行使価額修正選択決議により行使価額の修正を決定した場合は、

その旨を直ちに本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日（同日を含む。）

の10取引日目以降、第13項に定める行使期間の満了日までの間に行われる本新株予約権の行使

請求については、行使価額は、修正日に、修正日の属する週の前週の最終取引日（以下「修正

基準日」という。）の東証における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合に

は、その直前の終値）の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位の

端数を切り上げた金額）（以下「修正後行使価額」という。）に修正される。但し、かかる算

出の結果、修正後の行使価額が405.5円（以下「下限行使価額」という。）を下回る場合には、

修正後行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、第12項の規定を準用して調整される。

なお、「取引日」とは、東証において売買立会が行われる日をいう。但し、東証において当社

普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限も含む。）が

あった場合には、当該日は本項の適用との関係においては「取引日」にあたらないものとする。 

12. 行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(２)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式

数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使

価額調整式」という。）により行使価額を調整する。 

 

      新発行・ 
× 

1株当たりの 

    既発行 
＋ 

処分株式数 払込金額 

調整後 = 

 

調整前 × 

 

株式数 時   価 

行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期につい

ては、次に定めるところによる。但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は

使用人に、インセンティブとして、新株予約権、株式又はその他の証券若しくは権利を割り



 

当てる場合を除く。 

①  本項第(３)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合

（但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社及び当社の関係会社の取締役及び従業

員に対し当社普通株式を新たに発行し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分

する場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場

合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使により交付する場合又は会

社分割、株式交換、株式交付若しくは合併により交付する場合を除く。） 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払

込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利

を与えるための基準日若しくは株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これ

を適用する。 

②  当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て（以下「株式分割等」という。）を

行う場合 

調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基

準日又は株主確定日（基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日）の翌

日以降これを適用する。 

③  取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(３)号②に定める時価を下回

る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当て

の場合を含む。）、又は本項第(３)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通

株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）そ

の他の証券若しくは権利（但し、当社取締役会の決議に基づく当社若しくはその関係

会社の取締役若しくは従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行

する場合又はCantor Fitzgerald Europeに対して第三者割当の方法により新株予約権を

発行する場合を除く。）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」

という。）の全てが当初の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたもの

とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権及

び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、こ

れを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確

定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請

求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当

該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時

点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調

整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用

する。 

但し、本③に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とす

る発行である旨を、当社が公表のうえ本新株予約権者に通知したときは、調整後の

行使価額は、当該取得請求権付株式等について、当該取得請求権付株式等の要項上、

当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若し

くは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日（以下「転換・行使開始日」

という。）の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取

得又は当該取得請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみな



 

して行使価額調整式を準用して算出してこれを適用する。 

④  取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに本項第(３)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通

株式を交付する場合 

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）（以下「取得条項付株式等」という。）に関して当

該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付

が行われた後の本項第(３)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、(i)上記交付の

直前の本項第(３)号③に定める既発行株式数を超えるときに限り、調整後の行使価

額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、

行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ii)上記交付の直前の本項第(３)号

③に定める既発行株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。 

⑤  取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株当たりの対価（以下、本⑤

において「取得価額等」という。）の下方修正等が行われ（本項と類似の希薄化防止

条項に基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等

が当該修正が行われる日（以下「取得価額等修正日」という。）における本項第(３)

号②に定める時価を下回る価額になる場合 

(i)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正

日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取

得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され

た場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「新発

行・処分株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額

等修正日の翌日以降これを適用する。 

(ii)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(i)による行使価額の調整が取

得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権

付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通

株式が交付されたものとみなしたときの本項第(３)号⑥に定める完全希薄化後普通

株式数が、当該修正が行われなかった場合の本項第(３)号③に定める既発行株式数

を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する普通株式数を行使価額調整

式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するもの

とし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、１ヶ月間に複数回の取

得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価

額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、

当該月の末日の翌日以降これを適用する。 

⑥  本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又

は株主確定日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日又は株主確定日以

降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号

①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これ

を適用するものとする。 

この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該取引の承認があった日

までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当

社普通株式を交付するものとする。 

 



 

    

× 

調整前行使価額により 

株式数 

 

= 

 

（調整前行使価額－調整後行使価額） 当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わ

ない。 

⑦  本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合におけ

る調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証

券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。 

(3) ①  行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切

り捨てる。 

②  行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、本項第

(２)号⑥の場合は基準日又は株主確定日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当

社普通株式の毎日の終値の平均値（当該30取引日のうち終値のない日数を除く｡）と

する。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

③  行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを

受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が定められている場合にはその日、

また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当

社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した

数とし、当該行使価額の調整前に、本項第(２)号又は第(４)号に基づき「新発行・処

分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株

式数を加えるものとする。 

④  当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「新発行・処分

株式数」は、基準日又は株主確定日における当社の有する当社普通株式に割り当てら

れる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

⑤  本項第(２)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本項第(２)号③におけ

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、その行使に

際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得又は行使に際して

当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産（当社普通株式を除

く。）の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式

の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整

式における１株当たりの払込金額とする。 

⑥  本項第(２)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する

日の１ヶ月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有

する当社普通株式数を控除した数とし、(i)（本項第(２)号④においては）当該行使価

額の調整前に、本項第(２)号又は第(４)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなさ

れた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（但し、当該行

使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなさ

れた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び

当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数

を加え、また(ii)（本項第(２)号⑤においては）当該行使価額の調整前に、本項第

(２)号又は第(４)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のう

ち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（但し、当該行使価額の調整前に、当



 

該取得請求権付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式の

うち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び取得価額等修正日に

残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換

又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとす

る。 

⑦  行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未

満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必

要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行

使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(4) 本項第(２)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整

を行う。 

①  株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を

完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。 

②  当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とす

る場合。 

③  その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行

使価額の調整を必要とする場合。 

④  行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の

行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必

要がある場合。 

(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第11項

に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、本項に基づく行使価額の調整は行わないものと

する。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。 

(6) 本項の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前の行

使価額、調整後の行使価額及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新

株予約権者に書面により通知する。但し、適用日の前日までに前記の通知を行うことができ

ないときは、適用日以降速やかにこれを行う。 

13. 本新株予約権を行使することができる期間 

2025年12月29日から2028年12月28日までの期間（以下「行使期間」という。）とする。但し、

当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び株式会社証券保管振替機構が必要であると

認めた日については、本新株予約権を行使することができない。「営業日」とは、東京におけ

る銀行の営業日（土曜日、日曜日、東京における法定の休日又は東京の銀行が法令又は行政規

則により休業することが義務づけられ、若しくは許可されている日を除く。以下同じ。）をい

う。 

14. 本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

15. 本新株予約権の取得の事由及び取得の条件 

(1) 当社は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法（平成17年法律第86号、以下「会社法」

という。）第273条及び第274条の規定に従って、当社代表取締役が定める取得日の１ヶ月以上

前までに書面による通知を行った上で、当該取得日に、本新株予約権１個当たりその払込金

額と同額で、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をす

る場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。なお、当社は、取得した本

新株予約権を消却するものとする。 

(2) 当社は、組織再編行為（以下に定義する。）が当社の株主総会で承認された場合、又は株主総



 

会の承認が不要な場合で当社の取締役会で決議された場合は、当該組織再編行為の効力発生

日以前に、会社法第273条の規定に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日

に、本新株予約権１個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得す

る。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとする。 

「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収

分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の子会社となる株式交換契

約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の株式の全部を取得すること

を内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続

により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。 

「子会社｣とは、当該時点において、ある会社の議決権（疑義を避けるため、無限責任組合員

の持分を含む。）の 50％以上、又は、発行済の持分の 50％以上が直接又は間接的に保有する他

の個人、パートナーシップ、法人、有限責任会社、団体、信託、非法人組織、事業体により

保有されている場合における、当該会社をいう。 

(3) 当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに

賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が東京証券取引所においてそ

の上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し（但し、当社

又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公

表した場合を除く。）、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合

は、当社は、実務上可能な限り速やかに会社法第273条の規定に従って通知を行った上で、当

社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権１個当たりその払込金額と同額で、残存する

本新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとする。 

(4) 当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価を

もって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主（会社法第

179条第１項に定義される。）による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当

社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の

当社の株主総会の決議がなされた場合は、当社は、実務上可能な限り速やかに会社法第273条

の規定に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権１個当

たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得

した新株予約権を消却するものとする。 

(5) 当社は、当社普通株式について、上場廃止事由等（以下に定義する。）が生じた場合、又は東

京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた場合は、上場廃止事由等が生じた日又は当

該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定された日から２週間後の日（休業日である場合に

は、その翌営業日とする。）に、本新株予約権１個当たりその払込金額と同額で、残存する本

新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 

「上場廃止事由等」とは以下の事由をいう。 

当社又はその関連会社又は子会社に、東京証券取引所有価証券上場規程第 601条第１項各号に

定める事由が発生した場合、又は、当社がその事業年度の末日現在における財務諸表又は連

結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して

６ヶ月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合 

16. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項 

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端

数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載



 

の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

17. 本新株予約権の行使の方法 

(1) 本新株予約権を行使しようとする場合、第13項に定める行使期間中に第18項に定める行使請求

受付場所に対して行使請求に必要な事項を通知するものとする。 

(2) 本新株予約権を行使しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額の全額を現金にて第19項に定める払込取扱場所の当社が指定す

る口座に振り込むものとする。 

(3) 本新株予約権の行使の効力は、第18項に定める行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全

部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全

額が前号に定める口座に入金された日に発生するものとする。 

18. 行使請求受付場所 

株式会社多摩川ホールディングス 経営企画部 

19. 本新株予約権の払込金額の払込み及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所 

株式会社りそな銀行 新都心営業部 

20. 会社法その他の法律の改正に伴う取扱い 

当社は、払込期日後、会社法の改正に従い、本新株予約権に関する全ての規定を会社法に整合させ

るために必要かつ不可欠な場合に限り、本要項の修正をすることができる。 

21. 新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本新株予約権の払込金額は、条件決定日において、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・

シミュレーションを基礎として、評価基準日（条件決定日の直前取引日）の市場環境を考慮し、当

社の株価（条件決定日前取引日の終値）、権利行使価格、ボラティリティ、権利行使期間（３年間）、

リスクフリーレート、配当率、市場リスクプレミアム、対指数β及びクレジット・コストについて

一定の前提を置き、かつ、割当予定先の権利行使行動について一定の前提を仮定した上で、株式市

場での売買出来高（流動性）を反映して、評価した結果を参考に、本新株予約権の払込金額の総額

を第２項記載のとおりとする。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第 10

項記載のとおりとし、行使価額は当初、764円とした。 

以 上 

 

  



 

 

株式会社多摩川ホールディングス 

第17回新株予約権（行使価額修正選択権付） 

発行要項 

 

本発行要項は、株式会社多摩川ホールディングス（以下「当社」という。）が2025年12月4日付の取締役

会の決議に基づいて2025年12月26日に発行する株式会社多摩川ホールディングス第17回新株予約権（行

使価額修正選択権付）（以下「本新株予約権」という。）にこれを適用する。 

 

１. 本新株予約権の総数 

1,608個 

２. 本新株予約権の払込金額の総額 

本新株予約権に係る最終的な条件を決定する日として当社取締役会が定める2025年12月10日

又は2025年12月11日のいずれかの日（以下「条件決定日」という。）において、第21項に定め

る方法で算定された結果に基づき決定された金額に1,608を乗じた金額とする。 

３. 本新株予約権の申込期日 

2025年12月26日 

４. 本新株予約権の割当日及び払込期日 

2025年12月26日 

５. 募集の方法 

第三者割当の方法により、すべての本新株予約権をCantor Fitzgerald Europeに割り当てる。 

６. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式（以下、「本株式」という。）とし、

その総数は160,800株とする。（本新株予約権１個の行使により当社が当社普通株式を新たに発

行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を

「交付」という。）する数（以下「交付株式数」という。）は100株とする。） 

但し、第７項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数

は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。 

７. 本新株予約権の目的である株式の数の調整 

(1) 当社が第12項の規定に従って行使価額（第10項第(２)号に定義する。）の調整を行う場合には、

交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨

てるものとする。 

 

 

調整後交付株式数 

 

= 

調整前交付株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 12 項に定める調整前行使価額及

び調整後行使価額とする。 

(2) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第12項第(２)号及び第(４)号による行使価

額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(3) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、その旨及びその事由、調整前交付株式数、調整後

交付株式数及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権の保有



 

者（以下「本新株予約権者」という。）に書面により通知する。但し、第12項第(２)号⑥に定

める場合、その他適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降

速やかにこれを行う。 

８. 各本新株予約権の払込金額 

本新株予約権１個あたり256円 

９. 新株予約権証券の不発行 

本新株予約権については、新株予約権証券を発行しないものとする。 

10. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権１個

につき、行使価額（第(２)号に定義する。但し、第11項により修正された場合又は第12項によ

って調整された場合は、修正後又は調整後の行使価額とする。）に交付株式数を乗じた額とす

る。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」

という。）は、当初、1,070円とする。 

11. 行使価額の修正 

当社は、資金調達のため必要があると判断した場合には、当社取締役会の決議により、第17

項第(３)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）にお

いて行使価額の修正が生じることとすることができる（以下、かかる決議を「行使価額修正選

択決議」という。）。当社は、行使価額修正選択決議により行使価額の修正を決定した場合は、

その旨を直ちに本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日（同日を含む。）

の10取引日目以降、第13項に定める行使期間の満了日までの間に行われる本新株予約権の行使

請求については、行使価額は、修正日に、修正日の属する週の前週の最終取引日（以下「修正

基準日」という。）の東証における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合に

は、その直前の終値）の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位の

端数を切り上げた金額）（以下「修正後行使価額」という。）に修正される。但し、かかる算

出の結果、修正後の行使価額が405.5円（以下「下限行使価額」という。）を下回る場合には、

修正後行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、第12項の規定を準用して調整される。

なお、「取引日」とは、東証において売買立会が行われる日をいう。但し、東証において当社

普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限も含む。）が

あった場合には、当該日は本項の適用との関係においては「取引日」にあたらないものとする。 

12. 行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(２)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式

数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使

価額調整式」という。）により行使価額を調整する。 

 

      新発行・ 
× 

1株当たりの 

    既発行 
＋ 

処分株式数 払込金額 

調整後 = 

 

調整前 × 

 

株式数 時   価 

行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期につい

ては、次に定めるところによる。但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は

使用人に、インセンティブとして、新株予約権、株式又はその他の証券若しくは権利を割り



 

当てる場合を除く。 

①  本項第(３)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合

（但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社及び当社の関係会社の取締役及び従業

員に対し当社普通株式を新たに発行し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分

する場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場

合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使により交付する場合又は会

社分割、株式交換、株式交付若しくは合併により交付する場合を除く。） 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払

込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利

を与えるための基準日若しくは株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これ

を適用する。 

②  当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て（以下「株式分割等」という。）を

行う場合 

調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基

準日又は株主確定日（基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日）の翌

日以降これを適用する。 

③  取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(３)号②に定める時価を下回

る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当て

の場合を含む。）、又は本項第(３)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通

株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）そ

の他の証券若しくは権利（但し、当社取締役会の決議に基づく当社若しくはその関係

会社の取締役若しくは従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行

する場合又はCantor Fitzgerald Europeに対して第三者割当の方法により新株予約権を

発行する場合を除く。）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」

という。）の全てが当初の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたもの

とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権及

び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、こ

れを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確

定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請

求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当

該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時

点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調

整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用

する。 

但し、本③に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とす

る発行である旨を、当社が公表のうえ本新株予約権者に通知したときは、調整後の

行使価額は、当該取得請求権付株式等について、当該取得請求権付株式等の要項上、

当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若し

くは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日（以下「転換・行使開始日」

という。）の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取

得又は当該取得請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみな



 

して行使価額調整式を準用して算出してこれを適用する。 

④  取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに本項第(３)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通

株式を交付する場合 

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）（以下「取得条項付株式等」という。）に関して当

該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付

が行われた後の本項第(３)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、(i)上記交付の

直前の本項第(３)号③に定める既発行株式数を超えるときに限り、調整後の行使価

額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、

行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ii)上記交付の直前の本項第(３)号

③に定める既発行株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。 

⑤  取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株当たりの対価（以下、本⑤

において「取得価額等」という。）の下方修正等が行われ（本項と類似の希薄化防止

条項に基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等

が当該修正が行われる日（以下「取得価額等修正日」という。）における本項第(３)

号②に定める時価を下回る価額になる場合 

(i)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正

日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取

得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され

た場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「新発

行・処分株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額

等修正日の翌日以降これを適用する。 

(ii)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(i)による行使価額の調整が取

得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権

付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通

株式が交付されたものとみなしたときの本項第(３)号⑥に定める完全希薄化後普通

株式数が、当該修正が行われなかった場合の本項第(３)号③に定める既発行株式数

を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する普通株式数を行使価額調整

式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するもの

とし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、１ヶ月間に複数回の取

得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価

額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、

当該月の末日の翌日以降これを適用する。 

⑥  本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又

は株主確定日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日又は株主確定日以

降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号

①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これ

を適用するものとする。 

この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該取引の承認があった日

までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当

社普通株式を交付するものとする。 

 



 

    

× 

調整前行使価額により 

株式数 

 

= 

 

（調整前行使価額－調整後行使価額） 当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わ

ない。 

⑦  本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合におけ

る調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証

券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。 

(3) ①  行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切

り捨てる。 

②  行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、本項第

(２)号⑥の場合は基準日又は株主確定日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当

社普通株式の毎日の終値の平均値（当該30取引日のうち終値のない日数を除く｡）と

する。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

③  行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを

受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が定められている場合にはその日、

また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当

社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した

数とし、当該行使価額の調整前に、本項第(２)号又は第(４)号に基づき「新発行・処

分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株

式数を加えるものとする。 

④  当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「新発行・処分

株式数」は、基準日又は株主確定日における当社の有する当社普通株式に割り当てら

れる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

⑤  本項第(２)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本項第(２)号③におけ

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、その行使に

際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得又は行使に際して

当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産（当社普通株式を除

く。）の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式

の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整

式における１株当たりの払込金額とする。 

⑥  本項第(２)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する

日の１ヶ月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有

する当社普通株式数を控除した数とし、(i)（本項第(２)号④においては）当該行使価

額の調整前に、本項第(２)号又は第(４)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなさ

れた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（但し、当該行

使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなさ

れた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び

当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数

を加え、また(ii)（本項第(２)号⑤においては）当該行使価額の調整前に、本項第

(２)号又は第(４)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のう

ち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（但し、当該行使価額の調整前に、当



 

該取得請求権付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式の

うち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び取得価額等修正日に

残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換

又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとす

る。 

⑦  行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未

満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必

要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行

使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(4) 本項第(２)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整

を行う。 

①  株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を

完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。 

②  当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とす

る場合。 

③  その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行

使価額の調整を必要とする場合。 

④  行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の

行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必

要がある場合。 

(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第11項

に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、本項に基づく行使価額の調整は行わないものと

する。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。 

(6) 本項の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前の行

使価額、調整後の行使価額及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新

株予約権者に書面により通知する。但し、適用日の前日までに前記の通知を行うことができ

ないときは、適用日以降速やかにこれを行う。 

13. 本新株予約権を行使することができる期間 

2025年12月29日から2028年12月28日までの期間（以下「行使期間」という。）とする。但し、

当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び株式会社証券保管振替機構が必要であると

認めた日については、本新株予約権を行使することができない。「営業日」とは、東京におけ

る銀行の営業日（土曜日、日曜日、東京における法定の休日又は東京の銀行が法令又は行政規

則により休業することが義務づけられ、若しくは許可されている日を除く。以下同じ。）をい

う。 

14. 本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

15. 本新株予約権の取得の事由及び取得の条件 

(1) 当社は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法（平成17年法律第86号、以下「会社法」

という。）第273条及び第274条の規定に従って、当社代表取締役が定める取得日の１ヶ月以上

前までに書面による通知を行った上で、当該取得日に、本新株予約権１個当たりその払込金

額と同額で、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をす

る場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。なお、当社は、取得した本

新株予約権を消却するものとする。 

(2) 当社は、組織再編行為（以下に定義する。）が当社の株主総会で承認された場合、又は株主総



 

会の承認が不要な場合で当社の取締役会で決議された場合は、当該組織再編行為の効力発生

日以前に、会社法第273条の規定に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日

に、本新株予約権１個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得す

る。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとする。 

「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収

分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の子会社となる株式交換契

約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の株式の全部を取得すること

を内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続

により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。 

「子会社｣とは、当該時点において、ある会社の議決権（疑義を避けるため、無限責任組合員

の持分を含む。）の 50％以上、又は、発行済の持分の 50％以上が直接又は間接的に保有する他

の個人、パートナーシップ、法人、有限責任会社、団体、信託、非法人組織、事業体により

保有されている場合における、当該会社をいう。 

(3) 当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに

賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が東京証券取引所においてそ

の上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し（但し、当社

又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公

表した場合を除く。）、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合

は、当社は、実務上可能な限り速やかに会社法第273条の規定に従って通知を行った上で、当

社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権１個当たりその払込金額と同額で、残存する

本新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得した新株予約権を消却するものとする。 

(4) 当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価を

もって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主（会社法第

179条第１項に定義される。）による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当

社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の

当社の株主総会の決議がなされた場合は、当社は、実務上可能な限り速やかに会社法第273条

の規定に従って通知を行った上で、当社代表取締役が定める取得日に、本新株予約権１個当

たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得

した新株予約権を消却するものとする。 

(5) 当社は、当社普通株式について、上場廃止事由等（以下に定義する。）が生じた場合、又は東

京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた場合は、上場廃止事由等が生じた日又は当

該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定された日から２週間後の日（休業日である場合に

は、その翌営業日とする。）に、本新株予約権１個当たりその払込金額と同額で、残存する本

新株予約権の全部を取得する。なお、当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 

「上場廃止事由等」とは以下の事由をいう。 

当社又はその関連会社又は子会社に、東京証券取引所有価証券上場規程第 601条第１項各号に

定める事由が発生した場合、又は、当社がその事業年度の末日現在における財務諸表又は連

結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して

６ヶ月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合 

16. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項 

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端

数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載



 

の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

17. 本新株予約権の行使の方法 

(1) 本新株予約権を行使しようとする場合、第13項に定める行使期間中に第18項に定める行使請求

受付場所に対して行使請求に必要な事項を通知するものとする。 

(2) 本新株予約権を行使しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額の全額を現金にて第19項に定める払込取扱場所の当社が指定す

る口座に振り込むものとする。 

(3) 本新株予約権の行使の効力は、第18項に定める行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全

部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全

額が前号に定める口座に入金された日に発生するものとする。 

18. 行使請求受付場所 

株式会社多摩川ホールディングス 経営企画部 

19. 本新株予約権の払込金額の払込み及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所 

株式会社りそな銀行 新都心営業部 

20. 会社法その他の法律の改正に伴う取扱い 

当社は、払込期日後、会社法の改正に従い、本新株予約権に関する全ての規定を会社法に整合させ

るために必要かつ不可欠な場合に限り、本要項の修正をすることができる。 

21. 新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本新株予約権の払込金額は、条件決定日において、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・

シミュレーションを基礎として、評価基準日（条件決定日の直前取引日）の市場環境を考慮し、当

社の株価（条件決定日前取引日の終値）、権利行使価格、ボラティリティ、権利行使期間（３年間）、

リスクフリーレート、配当率、市場リスクプレミアム、対指数β及びクレジット・コストについて

一定の前提を置き、かつ、割当予定先の権利行使行動について一定の前提を仮定した上で、株式市

場での売買出来高（流動性）を反映して、評価した結果を参考に、本新株予約権の払込金額の総額

を第２項記載のとおりとする。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第 10

項記載のとおりとし、行使価額は当初、1,070円とした。 

以 上 

 


